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所 在 地
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営 業 所
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処 分
年 月 日
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当該違
反点数

北海道
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1

有限会社皐月運輸（法
人番号６４４０００２
００８３０６）　代表
者山田直史

北海道函館市桔梗５丁目２９番５号 本社営業所 北海道函館市桔梗５丁目２９番５号 R7.10.1
輸送施設の使用停止（４２日車）
及び文書警告

貨物自動車運送事業輸送安
全規則第３条第４項　他７
件

令和７年２月２６日、労働局からの通報等を端緒
として監査を実施。８件の違反が認められた。
（１）各営業所に配置する事業用自動車の種別ご
との数違反（貨物自動車運送事業法施行規則第６
条第１項）、（２）乗務時間等の基準の遵守義務
違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下
「安全規則」）第３条第４項）、（３）定期点検
整備の実施義務違反（安全規則第３条の３）、
（４）整備不良車両等運行（安全規則第３条の
３）、（５）整備管理者に対する権限付与義務違
反（安全規則第３条の５）、（６）乗務等の記録
事項義務違反（安全規則第８条）、（７）運行記
録計による記録義務違反（安全規則第９条）、
（８）運行指示書の作成、指示又は携行義務違反
（安全規則第９条の３第１項から３項）
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2

株式会社エース（法人
番号５４３０００１０
０２０９６）　代表者
中野政嗣

北海道札幌市北区北２５条西３丁目２番３
号

旭川営業所 北海道旭川市流通団地３条５丁目７番 R7.10.1
輸送施設の使用停止（１５日車）
及び文書警告

貨物自動車運送事業輸送安
全規則第３条第４項　他５
件

令和６年１１月２８日、令和７年１月１４日及び
令和７年２月２７日、その他事故、法令違反、事
件、苦情等の状況を端緒として監査を実施。６件
の違反が認められた。（１）乗務時間等の基準の
遵守義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則
（以下「安全規則」）第３条第４項）、（２）疾
病・疲労等のおそれのある乗務（安全規則第３条
第６項）、（３）定期点検整備の実施義務違反
（安全規則第３条の３）、（４）点検整備記録簿
等の記載義務違反（安全規則第３条の３）、
（５）運転者台帳の記載事項義務違反（安全規則
第９条の５第１項）、（６）運転者に対する指導
監督義務違反（安全規則第１０条第１項）

2 2

3

泉車輌輸送株式会社
（法人番号６４６００
０１０００１２１）
代表者泉清隆

北海道釧路市鳥取南６丁目２番２２号 本社営業所 北海道釧路市鳥取南６丁目２番２２号 R7.10.1
輸送施設の使用停止（７２日車）
及び文書警告

貨物自動車運送事業輸送安
全規則第３条第６項　他３
件

令和７年１月１４日、その他事故、法令違反、事
件、苦情等の状況を端緒として監査を実施。４件
の違反が認められた。（１）乗務時間等の基準の
遵守義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則
（以下「安全規則」）第３条第４項）、（２）疾
病・疲労等のおそれのある乗務（安全規則第３条
第６項）、（３）点呼の実施義務違反（安全規則
第７条第１項、第２項、第３項）、（４）特定運
転者に対する適性診断受診義務違反（安全規則第
１０条第２項）
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4

有限会社渡辺興業（法
人番号５４６０１０２
００６９３５）　代表
者土屋昭夫

北海道広尾郡大樹町字大全９番地 本社営業所 北海道広尾郡大樹町字大全９－２ R7.10.1
輸送施設の使用停止（６０日車）
及び文書警告

貨物自動車運送事業輸送安
全規則第７条第５項　他５
件

令和６年１０月９日及び令和７年３月１０日、関
係機関からの情報を端緒として監査を実施。６件
の違反が認められた。（１）各営業所に配置する
事業用自動車の種別ごとの数違反（貨物自動車運
送事業法施行規則第６条第１項）、（２）点呼の
記録の改ざん・不実記載（貨物自動車運送事業輸
送安全規則（以下「安全規則」）第７条第５
項）、（３）乗務等の記録事項義務違反（安全規
則第８条）、（４）運行記録計による記録義務違
反（安全規則第９条）、（５）運転者台帳の記載
事項義務違反（安全規則第９条の５第１項）、
（６）運転者に対する指導監督の記録保存義務違
反（安全規則第１０条第１項）
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貨物運送事業者の法令違反に対する行政処分等状況(令和7年10月)

10月の処分等状況は次のとおりです。

北海道運輸局　自動車運送事業安全監理室

○ 事業用自動車使用停止処分等事業者一覧
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貨物運送事業者の法令違反に対する行政処分等状況(令和7年10月)

10月の処分等状況は次のとおりです。

北海道運輸局　自動車運送事業安全監理室

○ 事業用自動車使用停止処分等事業者一覧

5

株式会社マルヌマ商事
（法人番号４４３００
０１０５８０５７）
代表者沼舘誠

北海道登別市幸町４丁目９番地２ 本社営業所 北海道登別市幸町４丁目９－２ R7.10.27 文書警告
貨物自動車運送事業輸送安
全規則第３条第４項　他２
件

令和７年５月２６日及び令和７年８月６日、公安
委員会からの通知等を端緒として監査を実施。３
件の違反が認められた。（１）乗務時間等の基準
の遵守義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規
則（以下「安全規則」）第３条第４項）、（２）
運転者台帳の作成義務違反（安全規則第９条の５
第１項）、（３）運転者台帳の記載事項義務違反
（安全規則第９条の５第１項）

0 0

6

【貨物軽自動車運送事
業】日本郵便株式会社
（法人番号１０１００
０１１１２５７７）
代表者小池信也

東京都千代田区大手町２－３－１ 月形郵便局 北海道樺戸郡月形町字市北５ R7.10.1 輸送施設の使用停止（８４日車）
貨物自動車運送事業輸送安
全規則第７条第５項　他１
件

令和７年６月３日、日本郵便株式会社から不適切
な点呼の実施・記録がなされていたとの報告を端
緒として監査を実施。２件の違反が認められた。
（１）点呼の実施義務違反（貨物自動車運送事業
輸送安全規則（以下「安全規則」）第７条）、
（２）点呼記録の不実記載（安全規則第７条第５
項）

－ －

7

【貨物軽自動車運送事
業】日本郵便株式会社
（法人番号１０１００
０１１１２５７７）
代表者小池信也

東京都千代田区大手町２－３－１
黒松内郵便
局

北海道寿都郡黒松内町黒松内２０８－２ R7.10.1
輸送施設の使用停止（１２７日
車）

貨物自動車運送事業輸送安
全規則第７条第５項　他１
件

令和７年６月３日、日本郵便株式会社から不適切
な点呼の実施・記録がなされていたとの報告を端
緒として監査を実施。２件の違反が認められた。
（１）点呼の実施義務違反（貨物自動車運送事業
輸送安全規則（以下「安全規則」）第７条）、
（２）点呼記録の不実記載（安全規則第７条第５
項）

－ －

8

【貨物軽自動車運送事
業】日本郵便株式会社
（法人番号１０１００
０１１１２５７７）
代表者小池信也

東京都千代田区大手町２－３－１ 厚田郵便局 北海道石狩市厚田区厚田４４－６ R7.10.1 輸送施設の使用停止（５６日車）
貨物自動車運送事業輸送安
全規則第７条

令和７年６月１２日、日本郵便株式会社から不適
切な点呼の実施・記録がなされていたとの報告を
端緒として監査を実施。1件の違反が認められた。
（１）点呼の実施義務違反（貨物自動車運送事業
輸送安全規則第７条）

－ －

9

【貨物軽自動車運送事
業】日本郵便株式会社
（法人番号１０１００
０１１１２５７７）
代表者小池信也

東京都千代田区大手町２－３－１ 石崎郵便局 北海道函館市石崎町２０５－３ R7.10.1
輸送施設の使用停止（１４９日
車）

貨物自動車運送事業輸送安
全規則第７条第５項　他１
件

令和７年７月３日、日本郵便株式会社から不適切
な点呼の実施・記録がなされていたとの報告を端
緒として監査を実施。2件の違反が認められた。
（１）点呼の実施義務違反（貨物自動車運送事業
輸送安全規則（以下「安全規則」）第７条）、
（２）点呼記録の不実記載（安全規則第７条第５
項）

－ －

10

【貨物軽自動車運送事
業】日本郵便株式会社
（法人番号１０１００
０１１１２５７７）
代表者小池信也

東京都千代田区大手町２－３－１ 江良郵便局 北海道松前郡松前町江良４２６－１ R7.10.1
輸送施設の使用停止（１６０日
車）

貨物自動車運送事業輸送安
全規則第７条第５項　他１
件

令和７年８月７日、日本郵便株式会社から不適切
な点呼の実施・記録がなされていたとの報告を端
緒として監査を実施。２件の違反が認められた。
（１）点呼の実施義務違反（貨物自動車運送事業
輸送安全規則（以下「安全規則」）第７条）、
（２）点呼記録の不実記載（安全規則第７条第５
項）

－ －
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貨物運送事業者の法令違反に対する行政処分等状況(令和7年10月)

10月の処分等状況は次のとおりです。

北海道運輸局　自動車運送事業安全監理室

○ 事業用自動車使用停止処分等事業者一覧

11

【貨物軽自動車運送事
業】日本郵便株式会社
（法人番号１０１００
０１１１２５７７）
代表者小池信也

東京都千代田区大手町２－３－１ 鹿部郵便局 北海道茅部郡鹿部町宮浜２－１ R7.10.1
輸送施設の使用停止（１６０日
車）

貨物自動車運送事業輸送安
全規則第７条第５項　他１
件

令和７年８月２２日、日本郵便株式会社から不適
切な点呼の実施・記録がなされていたとの報告を
端緒として監査を実施。２件の違反が認められた
（１）点呼の実施義務違反（貨物自動車運送事業
輸送安全規則（以下「安全規則」）第７条）、
（２）点呼記録の不実記載（安全規則第７条第５
項）

－ －

12

【貨物軽自動車運送事
業】日本郵便株式会社
（法人番号１０１００
０１１１２５７７）
代表者小池信也

東京都千代田区大手町２－３－１
旭川東郵便
局

北海道旭川市東旭川町共栄９８－４ R7.10.1
輸送施設の使用停止（６０日車）
及び文書警告

貨物自動車運送事業輸送安
全規則第７条第５項　他１
件

令和７年６月１１日、日本郵便株式会社から不適
切な点呼の実施・記録がなされていたとの報告を
端緒として監査を実施。２件の違反が認められ
た。（１）点呼の実施義務違反（貨物自動車運送
事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第７
条）、（２）点呼記録の不実記載（安全規則第７
条第５項）

－ －

13

【貨物軽自動車運送事
業】日本郵便株式会社
（法人番号１０１００
０１１１２５７７）
代表者小池信也

東京都千代田区大手町２－３－１
秩父別郵便
局

北海道雨竜郡秩父別町２条２丁目 R7.10.1
輸送施設の使用停止（１２０日
車）

貨物自動車運送事業輸送安
全規則第７条第５項　他１
件

令和７年６月２４日、日本郵便株式会社から不適
切な点呼の実施・記録がなされていたとの報告を
端緒として監査を実施。２件の違反が認められ
た。（１）点呼の実施義務違反（貨物自動車運送
事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第７
条）、（２）点呼記録の不実記載（安全規則第７
条第５項）

－ －

14

【貨物軽自動車運送事
業】日本郵便株式会社
（法人番号１０１００
０１１１２５７７）
代表者小池信也

東京都千代田区大手町２－３－１ 占冠郵便局 北海道勇払郡占冠村中央 R7.10.1 輸送施設の使用停止（８４日車）
貨物自動車運送事業輸送安
全規則第７条第５項　他１
件

令和７年７月１５日、日本郵便株式会社から不適
切な点呼の実施・記録がなされていたとの報告を
端緒として監査を実施。２件の違反が認められ
た。（１）点呼の実施義務違反（貨物自動車運送
事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第７
条）、（２）点呼記録の不実記載（安全規則第７
条第５項）

－ －

15

【貨物軽自動車運送事
業】日本郵便株式会社
（法人番号１０１００
０１１１２５７７）
代表者小池信也

東京都千代田区大手町２－３－１
音威子府郵
便局

北海道中川郡音威子府村字音威子府４４７ R7.10.1
輸送施設の使用停止（１００日
車）

貨物自動車運送事業輸送安
全規則第７条第５項　他１
件

令和７年８月２５日、日本郵便株式会社から不適
切な点呼の実施・記録がなされていたとの報告を
端緒として監査を実施。２件の違反が認められ
た。（１）点呼の実施義務違反（貨物自動車運送
事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第７
条）、（２）点呼記録の不実記載（安全規則第７
条第５項）

－ －

16

【貨物軽自動車運送事
業】日本郵便株式会社
（法人番号１０１００
０１１１２５７７）
代表者小池信也

東京都千代田区大手町２－３－１ 宗谷郵便局 北海道稚内市宗谷村宗谷７７ R7.10.1
輸送施設の使用停止（１５６日
車）

貨物自動車運送事業輸送安
全規則第７条第５項　他１
件

令和７年８月２５日、日本郵便株式会社から不適
切な点呼の実施・記録がなされていたとの報告を
端緒として監査を実施。２件の違反が認められ
た。（１）点呼の実施義務違反（貨物自動車運送
事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第７
条）、（２）点呼記録の不実記載（安全規則第７
条第５項）

－ －
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北海道運輸局　自動車運送事業安全監理室

○ 事業用自動車使用停止処分等事業者一覧

17

【貨物軽自動車運送事
業】日本郵便株式会社
（法人番号１０１００
０１１１２５７７）
代表者小池信也

東京都千代田区大手町２－３－１ 遠浅郵便局 北海道勇払郡安平町遠浅１１ R7.10.1
輸送施設の使用停止（１３５日
車）

貨物自動車運送事業輸送安
全規則第７条第５項　他１
件

令和７年７月３０日、日本郵便株式会社から不適
切な点呼の実施・記録がなされていたとの報告を
端緒として監査を実施。２件の違反が認められ
た。（１）点呼の実施義務違反（貨物自動車運送
事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第７
条）、（２）点呼記録の不実記載（安全規則第７
条第５項）

－ －

18

【貨物軽自動車運送事
業】日本郵便株式会社
（法人番号１０１００
０１１１２５７７）
代表者小池信也

東京都千代田区大手町２－３－１ 日高郵便局
北海道沙流郡日高町本町東１丁目２９７－
３６

R7.10.1
輸送施設の使用停止（１６０日
車）

貨物自動車運送事業輸送安
全規則第７条第５項　他１
件

令和７年８月２５日、日本郵便株式会社から不適
切な点呼の実施・記録がなされていたとの報告を
端緒として監査を実施。２件の違反が認められ
た。（１）点呼の実施義務違反（貨物自動車運送
事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第７
条）、（２）点呼記録の不実記載（安全規則第７
条第５項）

－ －

19

【貨物軽自動車運送事
業】日本郵便株式会社
（法人番号１０１００
０１１１２５７７）
代表者小池信也

東京都千代田区大手町２－３－１ 三石郵便局
北海道日高郡新ひだか町三石本町１９０－
１

R7.10.1
輸送施設の使用停止（１２１日
車）

貨物自動車運送事業輸送安
全規則第７条第５項　他１
件

令和７年８月２５日、日本郵便株式会社から不適
切な点呼の実施・記録がなされていたとの報告を
端緒として監査を実施。２件の違反が認められ
た。（１）点呼の実施義務違反（貨物自動車運送
事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第７
条）、（２）点呼記録の不実記載（安全規則第７
条第５項）

－ －

20

【貨物軽自動車運送事
業】日本郵便株式会社
（法人番号１０１００
０１１１２５７７）
代表者小池信也

東京都千代田区大手町２－３－１
釧路西郵便
局

北海道釧路市鳥取大通７丁目６－５ R7.10.1
輸送施設の使用停止（６０日車）
及び文書警告

貨物自動車運送事業輸送安
全規則第７条第５項　他１
件

令和７年６月６日、日本郵便株式会社から不適切
な点呼の実施・記録がなされていたとの報告を端
緒として監査を実施。２件の違反が認められた。
（１）点呼の実施義務違反（貨物自動車運送事業
輸送安全規則（以下「安全規則」）第７条）、
（２）点呼記録の不実記載（安全規則第７条第５
項）

－ －

21

【貨物軽自動車運送事
業】日本郵便株式会社
（法人番号１０１００
０１１１２５７７）
代表者小池信也

東京都千代田区大手町２－３－１ 薫別郵便局 北海道標津郡標津町薫別４５－３ R7.10.1
輸送施設の使用停止（１３８日
車）

貨物自動車運送事業輸送安
全規則第７条第５項　他１
件

令和７年７月３日、日本郵便株式会社から不適切
な点呼の実施・記録がなされていたとの報告を端
緒として監査を実施。2件の違反が認められた。
（１）点呼の実施義務違反（貨物自動車運送事業
輸送安全規則（以下「安全規則」）第７条）、
（２）点呼記録の不実記載（安全規則第７条第５
項）

－ －

22

【貨物軽自動車運送事
業】日本郵便株式会社
（法人番号１０１００
０１１１２５７７）
代表者小池信也

東京都千代田区大手町２－３－１ 庶路郵便局 白糠郡白糠町庶路２丁目４－１ R7.10.1
輸送施設の使用停止（１３８日
車）

貨物自動車運送事業輸送安
全規則第７条第５項　他１
件

令和７年７月１７日、日本郵便株式会社から不適
切な点呼の実施・記録がなされていたとの報告を
端緒として監査を実施。２件の違反が認められ
た。（１）点呼の実施義務違反（貨物自動車運送
事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第７
条）、（２）点呼記録の不実記載（安全規則第７
条第５項）

－ －
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北海道運輸局　自動車運送事業安全監理室

○ 事業用自動車使用停止処分等事業者一覧

23

【貨物軽自動車運送事
業】日本郵便株式会社
（法人番号１０１００
０１１１２５７７）
代表者小池信也

東京都千代田区大手町２－３－１ 幌呂郵便局 北海道阿寒郡鶴居村幌呂西４丁目１１ R7.10.1
輸送施設の使用停止（１２９日
車）

貨物自動車運送事業輸送安
全規則第７条第５項　他１
件

令和７年７月２３日、日本郵便株式会社から不適
切な点呼の実施・記録がなされていたとの報告を
端緒として監査を実施。２件の違反が認められ
た。（１）点呼の実施義務違反（貨物自動車運送
事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第７
条）、（２）点呼記録の不実記載（安全規則第７
条第５項）

－ －

24

【貨物軽自動車運送事
業】日本郵便株式会社
（法人番号１０１００
０１１１２５７７）
代表者小池信也

東京都千代田区大手町２－３－１
仙美里郵便
局

北海道中川郡本別町仙美里元町６４－４ R7.10.1
輸送施設の使用停止（１６０日
車）

貨物自動車運送事業輸送安
全規則第７条第５項　他１
件

令和７年７月２８日、日本郵便株式会社から不適
切な点呼の実施・記録がなされていたとの報告を
端緒として監査を実施。２件の違反が認められ
た。（１）点呼の実施義務違反（貨物自動車運送
事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第７
条）、（２）点呼記録の不実記載（安全規則第７
条第５項）

－ －

25

【貨物軽自動車運送事
業】日本郵便株式会社
（法人番号１０１００
０１１１２５７７）
代表者小池信也

東京都千代田区大手町２－３－１
大誉地郵便
局

北海道足寄郡足寄町大誉地本町２０－６１ R7.10.1
輸送施設の使用停止（１１０日
車）

貨物自動車運送事業輸送安
全規則第７条第５項　他１
件

令和７年７月２８日、日本郵便株式会社から不適
切な点呼の実施・記録がなされていたとの報告を
端緒として監査を実施。２件の違反が認められ
た。（１）点呼の実施義務違反（貨物自動車運送
事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第７
条）、（２）点呼記録の不実記載（安全規則第７
条第５項）

－ －

26

【貨物軽自動車運送事
業】日本郵便株式会社
（法人番号１０１００
０１１１２５７７）
代表者小池信也

東京都千代田区大手町２－３－１ 螺湾郵便局 北海道足寄郡足寄町螺湾本町３４ R7.10.1
輸送施設の使用停止（１１２日
車）

貨物自動車運送事業輸送安
全規則第７条第５項　他１
件

令和７年８月２１日、日本郵便株式会社から不適
切な点呼の実施・記録がなされていたとの報告を
端緒として監査を実施。2件の違反が認められた。
（１）点呼の実施義務違反（貨物自動車運送事業
輸送安全規則（以下「安全規則」）第７条）、
（２）点呼記録の不実記載（安全規則第７条第５
項）

－ －

27

【貨物軽自動車運送事
業】日本郵便株式会社
（法人番号１０１００
０１１１２５７７）
代表者小池信也

東京都千代田区大手町２－３－１
東藻琴郵便
局

北海道網走郡大空町東藻琴１０８ R7.10.1
輸送施設の使用停止（１５４日
車）

貨物自動車運送事業輸送安
全規則第７条第５項　他１
件

令和７年７月８日、日本郵便株式会社から不適切
な点呼の実施・記録がなされていたとの報告を端
緒として監査を実施。２件の違反が認められた。
（１）点呼の実施義務違反（貨物自動車運送事業
輸送安全規則（以下「安全規則」）第７条）、
（２）点呼記録の不実記載（安全規則第７条第５
項）

－ －

28

【貨物軽自動車運送事
業】日本郵便株式会社
（法人番号１０１００
０１１１２５７７）
代表者小池信也

東京都千代田区大手町２－３－１
丸瀬布郵便
局

紋別郡遠軽町丸瀬布東町２２１－２２３ R7.10.1
輸送施設の使用停止（１１０日
車）及び文書警告

貨物自動車運送事業輸送安
全規則第７条第５項　他２
件

令和７年７月１７日、日本郵便株式会社から不適
切な点呼の実施・記録がなされていたとの報告を
端緒として監査を実施。３件の違反が認められ
た。（１）点呼の実施義務違反（貨物自動車運送
事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第７
条）、（２）点呼記録の不実記載（安全規則第７
条第５項）、（３）点呼の記録事項義務違反（安
全規則第７条第５項）

－ －
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29

【貨物軽自動車運送事
業】日本郵便株式会社
（法人番号１０１００
０１１１２５７７）
代表者小池信也

東京都千代田区大手町２－３－１
紅葉山郵便
局

北海道夕張市紅葉山８１－３ R7.10.8
輸送施設の使用停止（１１０日
車）

貨物自動車運送事業輸送安
全規則第７条第５項　他１
件

令和７年６月３日、日本郵便株式会社から不適切
な点呼の実施・記録がなされていたとの報告を端
緒として監査を実施。２件の違反が認められた。
（１）点呼の実施義務違反（貨物自動車運送事業
輸送安全規則（以下「安全規則」）第７条）、
（２）点呼記録の不実記載（安全規則第７条第５
項）

－ －

30

【貨物軽自動車運送事
業】日本郵便株式会社
（法人番号１０１００
０１１１２５７７）
代表者小池信也

東京都千代田区大手町２－３－１ 赤平郵便局 北海道赤平市東大町３丁目１ R7.10.8
輸送施設の使用停止（１１０日
車）

貨物自動車運送事業輸送安
全規則第７条第５項　他１
件

令和７年６月１７日、日本郵便株式会社から不適
切な点呼の実施・記録がなされていたとの報告を
端緒として監査を実施。２件の違反が認められ
た。（１）点呼の実施義務違反（貨物自動車運送
事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第７
条）、（２）点呼記録の不実記載（安全規則第７
条第５項）

－ －

31

【貨物軽自動車運送事
業】日本郵便株式会社
（法人番号１０１００
０１１１２５７７）
代表者小池信也

東京都千代田区大手町２－３－１ 銭函郵便局 北海道小樽市銭函２丁目８－１ R7.10.8
輸送施設の使用停止（１１３日
車）

貨物自動車運送事業輸送安
全規則第７条第５項　他１
件

令和７年７月１日及び令和７年８月１８日、日本
郵便株式会社から不適切な点呼の実施・記録がな
されていたとの報告を端緒として監査を実施。２
件の違反が認められた。（１）点呼の実施義務違
反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安
全規則」）第７条）、（２）点呼記録の不実記載
（安全規則第７条第５項）

－ －

32

【貨物軽自動車運送事
業】日本郵便株式会社
（法人番号１０１００
０１１１２５７７）
代表者小池信也

東京都千代田区大手町２－３－１
函館中央郵
便局

北海道函館市新川町１－６ R7.10.8
輸送施設の使用停止（６０日車）
及び文書警告

貨物自動車運送事業輸送安
全規則第７条第５項　他１
件

令和７年６月１９日、日本郵便株式会社から不適
切な点呼の実施・記録がなされていたとの報告を
端緒として監査を実施。２件の違反が認められ
た。（１）点呼の実施義務違反（貨物自動車運送
事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第７
条）、（２）点呼記録の不実記載（安全規則第７
条第５項）

－ －

33

【貨物軽自動車運送事
業】日本郵便株式会社
（法人番号１０１００
０１１１２５７７）
代表者小池信也

東京都千代田区大手町２－３－１
尻岸内郵便
局

北海道函館市川上町４８０－３ R7.10.8
輸送施設の使用停止（１５６日
車）

貨物自動車運送事業輸送安
全規則第７条第５項　他１
件

令和７年７月３日、日本郵便株式会社から不適切
な点呼の実施・記録がなされていたとの報告を端
緒として監査を実施。２件の違反が認められた。
（１）点呼の実施義務違反（貨物自動車運送事業
輸送安全規則（以下「安全規則」）第７条）、
（２）点呼記録の不実記載（安全規則第７条第５
項）

－ －

34

【貨物軽自動車運送事
業】日本郵便株式会社
（法人番号１０１００
０１１１２５７７）
代表者小池信也

東京都千代田区大手町２－３－１ 福島郵便局 北海道松前郡福島町字三岳９－３ R7.10.8
輸送施設の使用停止（１５８日
車）

貨物自動車運送事業輸送安
全規則第７条第５項　他１
件

令和７年８月７日、日本郵便株式会社から不適切
な点呼の実施・記録がなされていたとの報告を端
緒として監査を実施。２件の違反が認められた。
（１）点呼の実施義務違反（貨物自動車運送事業
輸送安全規則（以下「安全規則」）第７条）、
（２）点呼記録の不実記載（安全規則第７条第５
項）

－ －
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貨物運送事業者の法令違反に対する行政処分等状況(令和7年10月)

10月の処分等状況は次のとおりです。

北海道運輸局　自動車運送事業安全監理室

○ 事業用自動車使用停止処分等事業者一覧

35

【貨物軽自動車運送事
業】日本郵便株式会社
（法人番号１０１００
０１１１２５７７）
代表者小池信也

東京都千代田区大手町２－３－１
南茅部郵便
局

北海道函館市川汲町４８１－３ R7.10.8
輸送施設の使用停止（１２８日
車）

貨物自動車運送事業輸送安
全規則第７条第５項　他１
件

令和７年８月２６日、日本郵便株式会社から不適
切な点呼の実施・記録がなされていたとの報告を
端緒として監査を実施。２件の違反が認められ
た。（１）点呼の実施義務違反（貨物自動車運送
事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第７
条）、（２）点呼記録の不実記載（安全規則第７
条第５項）

－ －

36

【貨物軽自動車運送事
業】日本郵便株式会社
（法人番号１０１００
０１１１２５７７）
代表者小池信也

東京都千代田区大手町２－３－１ 舎熊郵便局 北海道増毛郡増毛町舎熊１１３－１ R7.10.8 輸送施設の使用停止（９９日車）
貨物自動車運送事業輸送安
全規則第７条第５項　他１
件

令和７年７月２２日、日本郵便株式会社から不適
切な点呼の実施・記録がなされていたとの報告を
端緒として監査を実施。２件の違反が認められ
た。（１）点呼の実施義務違反（貨物自動車運送
事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第７
条）、（２）点呼記録の不実記載（安全規則第７
条第５項）

－ －

37

【貨物軽自動車運送事
業】日本郵便株式会社
（法人番号１０１００
０１１１２５７７）
代表者小池信也

東京都千代田区大手町２－３－１
古丹別郵便
局

北海道苫前郡苫前町古丹別１７３－５ R7.10.8
輸送施設の使用停止（１３４日
車）

貨物自動車運送事業輸送安
全規則第７条第５項　他１
件

令和７年７月２５日、日本郵便株式会社から不適
切な点呼の実施・記録がなされていたとの報告を
端緒として監査を実施。２件の違反が認められ
た。（１）点呼の実施義務違反（貨物自動車運送
事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第７
条）、（２）点呼記録の不実記載（安全規則第７
条第５項）

－ －

38

【貨物軽自動車運送事
業】日本郵便株式会社
（法人番号１０１００
０１１１２５７７）
代表者小池信也

東京都千代田区大手町２－３－１ 中川郵便局 北海道中川郡中川町中川２６２－６ R7.10.8
輸送施設の使用停止（９０日車）
及び文書警告

貨物自動車運送事業輸送安
全規則第７条第５項　他２
件

令和７年８月１２日、日本郵便株式会社から不適
切な点呼の実施・記録がなされていたとの報告を
端緒として監査を実施。３件の違反が認められ
た。（１）点呼の実施義務違反（貨物自動車運送
事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第７
条）、（２）点呼記録の不実記載（安全規則第７
条第５項）、（３）点呼の記録事項義務違反（安
全規則第７条第５項）

－ －

39

【貨物軽自動車運送事
業】日本郵便株式会社
（法人番号１０１００
０１１１２５７７）
代表者小池信也

東京都千代田区大手町２－３－１ 有珠郵便局 北海道伊達市有珠町２６２ R7.10.8
輸送施設の使用停止（１３３日
車）

貨物自動車運送事業輸送安
全規則第７条第５項　他１
件

令和７年６月１８日、日本郵便株式会社から不適
切な点呼の実施・記録がなされていたとの報告を
端緒として監査を実施。２件の違反が認められ
た。（１）点呼の実施義務違反（貨物自動車運送
事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第７
条）、（２）点呼記録の不実記載（安全規則第７
条第５項）

－ －

40

【貨物軽自動車運送事
業】日本郵便株式会社
（法人番号１０１００
０１１１２５７７）
代表者小池信也

東京都千代田区大手町２－３－１
虎杖浜郵便
局

北海道白老郡白老町虎杖浜４７－２ R7.10.8
輸送施設の使用停止（１５６日
車）

貨物自動車運送事業輸送安
全規則第７条第５項　他１
件

令和７年７月１５日、日本郵便株式会社から不適
切な点呼の実施・記録がなされていたとの報告を
端緒として監査を実施。２件の違反が認められ
た。（１）点呼の実施義務違反（貨物自動車運送
事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第７
条）、（２）点呼記録の不実記載（安全規則第７
条第５項）

－ －
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10月の処分等状況は次のとおりです。

北海道運輸局　自動車運送事業安全監理室

○ 事業用自動車使用停止処分等事業者一覧

41

【貨物軽自動車運送事
業】日本郵便株式会社
（法人番号１０１００
０１１１２５７７）
代表者小池信也

東京都千代田区大手町２－３－１
上厚真郵便
局

北海道勇払郡厚真町上厚真２２８－７ R7.10.8
輸送施設の使用停止（１１３日
車）

貨物自動車運送事業輸送安
全規則第７条第５項　他１
件

令和７年８月１日、日本郵便株式会社から不適切
な点呼の実施・記録がなされていたとの報告を端
緒として監査を実施。２件の違反が認められた。
（１）点呼の実施義務違反（貨物自動車運送事業
輸送安全規則（以下「安全規則」）第７条）、
（２）点呼記録の不実記載（安全規則第７条第５
項）

－ －

42

【貨物軽自動車運送事
業】日本郵便株式会社
（法人番号１０１００
０１１１２５７７）
代表者小池信也

東京都千代田区大手町２－３－１ 姉別郵便局 北海道厚岸郡浜中町姉別１丁目４５ R7.10.8
輸送施設の使用停止（１０３日
車）

貨物自動車運送事業輸送安
全規則第７条第５項　他１
件

令和７年７月１５日、日本郵便株式会社から不適
切な点呼の実施・記録がなされていたとの報告を
端緒として監査を実施。２件の違反が認められ
た。（１）点呼の実施義務違反（貨物自動車運送
事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第７
条）、（２）点呼記録の不実記載（安全規則第７
条第５項）

－ －

43

【貨物軽自動車運送事
業】日本郵便株式会社
（法人番号１０１００
０１１１２５７７）
代表者小池信也

東京都千代田区大手町２－３－１
中西別郵便
局

北海道野付郡別海町中西別光町８ R7.10.8
輸送施設の使用停止（１１１日
車）

貨物自動車運送事業輸送安
全規則第７条第５項　他１
件

令和７年７月３０日及び令和７年８月４日、日本
郵便株式会社から不適切な点呼の実施・記録がな
されていたとの報告を端緒として監査を実施。２
件の違反が認められた。（１）点呼の実施義務違
反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安
全規則」）第７条）、（２）点呼記録の不実記載
（安全規則第７条第５項）

－ －

44

【貨物軽自動車運送事
業】日本郵便株式会社
（法人番号１０１００
０１１１２５７７）
代表者小池信也

東京都千代田区大手町２－３－１ 遠矢郵便局 北海道釧路郡釧路町河畔７丁目５２－３ R7.10.8
輸送施設の使用停止（１１８日
車）

貨物自動車運送事業輸送安
全規則第７条第５項　他１
件

令和７年８月６日、日本郵便株式会社から不適切
な点呼の実施・記録がなされていたとの報告を端
緒として監査を実施。２件の違反が認められた。
（１）点呼の実施義務違反（貨物自動車運送事業
輸送安全規則（以下「安全規則」）第７条）、
（２）点呼記録の不実記載（安全規則第７条第５
項）

－ －

45

【貨物軽自動車運送事
業】日本郵便株式会社
（法人番号１０１００
０１１１２５７７）
代表者小池信也

東京都千代田区大手町２－３－１
中春別郵便
局

北海道野付郡別海町中春別西町３６ R7.10.8
輸送施設の使用停止（１５９日
車）

貨物自動車運送事業輸送安
全規則第７条第５項　他１
件

令和７年８月４日、日本郵便株式会社から不適切
な点呼の実施・記録がなされていたとの報告を端
緒として監査を実施。２件の違反が認められた。
（１）点呼の実施義務違反（貨物自動車運送事業
輸送安全規則（以下「安全規則」）第７条）、
（２）点呼記録の不実記載（安全規則第７条第５
項）

－ －

46

【貨物軽自動車運送事
業】日本郵便株式会社
（法人番号１０１００
０１１１２５７７）
代表者小池信也

東京都千代田区大手町２－３－１ 大正郵便局 北海道帯広市大正本町西１条２丁目２－２ R7.10.8
輸送施設の使用停止（１１０日
車）

貨物自動車運送事業輸送安
全規則第７条第５項　他１
件

令和７年６月１９日、日本郵便株式会社から不適
切な点呼の実施・記録がなされていたとの報告を
端緒として監査を実施。２件の違反が認められ
た。（１）点呼の実施義務違反（貨物自動車運送
事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第７
条）、（２）点呼記録の不実記載（安全規則第７
条第５項）

－ －
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10月の処分等状況は次のとおりです。

北海道運輸局　自動車運送事業安全監理室

○ 事業用自動車使用停止処分等事業者一覧

47

【貨物軽自動車運送事
業】日本郵便株式会社
（法人番号１０１００
０１１１２５７７）
代表者小池信也

東京都千代田区大手町２－３－１ 新得郵便局 北海道上川郡新得１条南１丁目１６ R7.10.8
輸送施設の使用停止（１２１日
車）

貨物自動車運送事業輸送安
全規則第７条第５項　他１
件

令和７年７月２８日、日本郵便株式会社から不適
切な点呼の実施・記録がなされていたとの報告を
端緒として監査を実施。２件の違反が認められ
た。（１）点呼の実施義務違反（貨物自動車運送
事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第７
条）、（２）点呼記録の不実記載（安全規則第７
条第５項）

－ －

48

【貨物軽自動車運送事
業】日本郵便株式会社
（法人番号１０１００
０１１１２５７７）
代表者小池信也

東京都千代田区大手町２－３－１ 置戸郵便局 北海道常呂郡置戸町字置戸６２－２ R7.10.8
輸送施設の使用停止（１５６日
車）

貨物自動車運送事業輸送安
全規則第７条第５項　他１
件

令和７年７月８日、日本郵便株式会社から不適切
な点呼の実施・記録がなされていたとの報告を端
緒として監査を実施。２件の違反が認められた。
（１）点呼の実施義務違反（貨物自動車運送事業
輸送安全規則（以下「安全規則」）第７条）、
（２）点呼記録の不実記載（安全規則第７条第５
項）

－ －

49

【貨物軽自動車運送事
業】日本郵便株式会社
（法人番号１０１００
０１１１２５７７）
代表者小池信也

東京都千代田区大手町２－３－１ 札弦郵便局 北海道斜里郡清里町札弦町５－１ R7.10.8
輸送施設の使用停止（１１４日
車）

貨物自動車運送事業輸送安
全規則第７条第５項　他１
件

令和７年８月５日、日本郵便株式会社から不適切
な点呼の実施・記録がなされていたとの報告を端
緒として監査を実施。２件の違反が認められた。
（１）点呼の実施義務違反（貨物自動車運送事業
輸送安全規則（以下「安全規則」）第７条）、
（２）点呼記録の不実記載（安全規則第７条第５
項）

－ －

50

【貨物軽自動車運送事
業】日本郵便株式会社
（法人番号１０１００
０１１１２５７７）
代表者小池信也

東京都千代田区大手町２－３－１ 渚滑郵便局 北海道紋別市渚滑町５丁目２８－７ R7.10.8 輸送施設の使用停止（８９日車）
貨物自動車運送事業輸送安
全規則第７条第５項　他１
件

令和７年８月７日、日本郵便株式会社から不適切
な点呼の実施・記録がなされていたとの報告を端
緒として監査を実施。２件の違反が認められた。
（１）点呼の実施義務違反（貨物自動車運送事業
輸送安全規則（以下「安全規則」）第７条）、
（２）点呼記録の不実記載（安全規則第７条第５
項）

－ －

51

【貨物軽自動車運送事
業】日本郵便株式会社
（法人番号１０１００
０１１１２５７７）
代表者小池信也

東京都千代田区大手町２－３－１
西興部郵便
局

北海道紋別郡西興部村西興部１１９ R7.10.8 輸送施設の使用停止（９１日車）
貨物自動車運送事業輸送安
全規則第７条第５項　他１
件

令和７年８月２１日、日本郵便株式会社から不適
切な点呼の実施・記録がなされていたとの報告を
端緒として監査を実施。２件の違反が認められ
た。（１）点呼の実施義務違反（貨物自動車運送
事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第７
条）、（２）点呼記録の不実記載（安全規則第７
条第５項）

－ －

52

【貨物軽自動車運送事
業】日本郵便株式会社
（法人番号１０１００
０１１１２５７７）
代表者小池信也

東京都千代田区大手町２－３－１ 美唄郵便局 北海道美唄市西３条南２丁目１－１ R7.10.15
輸送施設の使用停止（１１０日
車）

貨物自動車運送事業輸送安
全規則第７条第５項　他１
件

令和７年５月２８日、日本郵便株式会社から不適
切な点呼の実施・記録がなされていたとの報告を
端緒として監査を実施。２件の違反が認められ
た。（１）点呼の実施義務違反（貨物自動車運送
事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第７
条）、（２）点呼記録の不実記載（安全規則第７
条第５項）

－ －



No. 事 業 者 名
事 業 者
所 在 地

営業所名
営 業 所
所 在 地

処 分
年 月 日

処 分 の
内 容

主 な
違 反 の 条 項

監 査 実 施 の 端 緒 及 び 違 反 行 為 の 概 要
当該違
反点数

北海道
運輸局
管内累
積点数

貨物運送事業者の法令違反に対する行政処分等状況(令和7年10月)
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北海道運輸局　自動車運送事業安全監理室

○ 事業用自動車使用停止処分等事業者一覧

53

【貨物軽自動車運送事
業】日本郵便株式会社
（法人番号１０１００
０１１１２５７７）
代表者小池信也

東京都千代田区大手町２－３－１ 松前郵便局 北海道松前郡松前町字松城１１ R7.10.15
輸送施設の使用停止（１６０日
車）

貨物自動車運送事業輸送安
全規則第７条第５項　他１
件

令和７年７月３日、日本郵便株式会社から不適切
な点呼の実施・記録がなされていたとの報告を端
緒として監査を実施。２件の違反が認められた。
（１）点呼の実施義務違反（貨物自動車運送事業
輸送安全規則（以下「安全規則」）第７条）、
（２）点呼記録の不実記載（安全規則第７条第５
項）

－ －

54

【貨物軽自動車運送事
業】日本郵便株式会社
（法人番号１０１００
０１１１２５７７）
代表者小池信也

東京都千代田区大手町２－３－１ 大沼郵便局 北海道亀田郡七飯町字大沼町３０１－９ R7.10.15
輸送施設の使用停止（１６０日
車）

貨物自動車運送事業輸送安
全規則第７条第５項　他１
件

令和７年７月１１日、日本郵便株式会社から不適
切な点呼の実施・記録がなされていたとの報告を
端緒として監査を実施。２件の違反が認められ
た。（１）点呼の実施義務違反（貨物自動車運送
事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第７
条）、（２）点呼記録の不実記載（安全規則第７
条第５項）

－ －

55

【貨物軽自動車運送事
業】日本郵便株式会社
（法人番号１０１００
０１１１２５７７）
代表者小池信也

東京都千代田区大手町２－３－１ 館郵便局 北海道檜山郡厚沢部町館町１２６－２ R7.10.15
輸送施設の使用停止（１４０日
車）

貨物自動車運送事業輸送安
全規則第７条第５項　他１
件

令和７年８月２６日、日本郵便株式会社から不適
切な点呼の実施・記録がなされていたとの報告を
端緒として監査を実施。２件の違反が認められ
た。（１）点呼の実施義務違反（貨物自動車運送
事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第７
条）、（２）点呼記録の不実記載（安全規則第７
条第５項）

－ －

56

【貨物軽自動車運送事
業】日本郵便株式会社
（法人番号１０１００
０１１１２５７７）
代表者小池信也

東京都千代田区大手町２－３－１ 比布郵便局 北海道上川郡比布町寿町１丁目１－７ R7.10.15
輸送施設の使用停止（１３２日
車）

貨物自動車運送事業輸送安
全規則第７条第５項　他１
件

令和７年６月９日、日本郵便株式会社から不適切
な点呼の実施・記録がなされていたとの報告を端
緒として監査を実施。２件の違反が認められた。
（１）点呼の実施義務違反（貨物自動車運送事業
輸送安全規則（以下「安全規則」）第７条）、
（２）点呼記録の不実記載（安全規則第７条第５
項）

－ －

57

【貨物軽自動車運送事
業】日本郵便株式会社
（法人番号１０１００
０１１１２５７７）
代表者小池信也

東京都千代田区大手町２－３－１ 幾寅郵便局 北海道空知郡南富良野町幾寅９７７－５ R7.10.15
輸送施設の使用停止（１０２日
車）

貨物自動車運送事業輸送安
全規則第７条第５項　他１
件

令和７年７月１１日、日本郵便株式会社から不適
切な点呼の実施・記録がなされていたとの報告を
端緒として監査を実施。２件の違反が認められ
た。（１）点呼の実施義務違反（貨物自動車運送
事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第７
条）、（２）点呼記録の不実記載（安全規則第７
条第５項）

－ －

58

【貨物軽自動車運送事
業】日本郵便株式会社
（法人番号１０１００
０１１１２５７７）
代表者小池信也

東京都千代田区大手町２－３－１ 幌延郵便局 北海道天塩郡幌延町３条北１丁目８－２ R7.10.15
輸送施設の使用停止（１６０日
車）

貨物自動車運送事業輸送安
全規則第７条第５項　他１
件

令和７年７月１５日、日本郵便株式会社から不適
切な点呼の実施・記録がなされていたとの報告を
端緒として監査を実施。２件の違反が認められ
た。（１）点呼の実施義務違反（貨物自動車運送
事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第７
条）、（２）点呼記録の不実記載（安全規則第７
条第５項）

－ －



No. 事 業 者 名
事 業 者
所 在 地

営業所名
営 業 所
所 在 地

処 分
年 月 日

処 分 の
内 容

主 な
違 反 の 条 項

監 査 実 施 の 端 緒 及 び 違 反 行 為 の 概 要
当該違
反点数

北海道
運輸局
管内累
積点数

貨物運送事業者の法令違反に対する行政処分等状況(令和7年10月)

10月の処分等状況は次のとおりです。

北海道運輸局　自動車運送事業安全監理室

○ 事業用自動車使用停止処分等事業者一覧

59

【貨物軽自動車運送事
業】日本郵便株式会社
（法人番号１０１００
０１１１２５７７）
代表者小池信也

東京都千代田区大手町２－３－１ 稚内郵便局 北海道稚内市中央２丁目１５－１２ R7.10.15
輸送施設の使用停止（１１０日
車）

貨物自動車運送事業輸送安
全規則第７条第５項　他１
件

令和７年７月１８日、日本郵便株式会社から不適
切な点呼の実施・記録がなされていたとの報告を
端緒として監査を実施。２件の違反が認められ
た。（１）点呼の実施義務違反（貨物自動車運送
事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第７
条）、（２）点呼記録の不実記載（安全規則第７
条第５項）

－ －

60

【貨物軽自動車運送事
業】日本郵便株式会社
（法人番号１０１００
０１１１２５７７）
代表者小池信也

東京都千代田区大手町２－３－１
幌加内郵便
局

北海道雨竜郡幌加内町幌加内１０７３８ R7.10.15
輸送施設の使用停止（１１０日
車）

貨物自動車運送事業輸送安
全規則第７条第５項　他１
件

令和７年８月８日、日本郵便株式会社から不適切
な点呼の実施・記録がなされていたとの報告を端
緒として監査を実施。２件の違反が認められた。
（１）点呼の実施義務違反（貨物自動車運送事業
輸送安全規則（以下「安全規則」）第７条）、
（２）点呼記録の不実記載（安全規則第７条第５
項）

－ －

61

【貨物軽自動車運送事
業】日本郵便株式会社
（法人番号１０１００
０１１１２５７７）
代表者小池信也

東京都千代田区大手町２－３－１ 沼川郵便局 北海道稚内市声問村沼川２４３０ R7.10.15
輸送施設の使用停止（１５８日
車）

貨物自動車運送事業輸送安
全規則第７条第５項　他１
件

令和７年８月２６日、日本郵便株式会社から不適
切な点呼の実施・記録がなされていたとの報告を
端緒として監査を実施。２件の違反が認められ
た。（１）点呼の実施義務違反（貨物自動車運送
事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第７
条）、（２）点呼記録の不実記載（安全規則第７
条第５項）

－ －

62

【貨物軽自動車運送事
業】日本郵便株式会社
（法人番号１０１００
０１１１２５７７）
代表者小池信也

東京都千代田区大手町２－３－１ 壮瞥郵便局 北海道有珠郡壮瞥町滝之町４１６－２８ R7.10.15
輸送施設の使用停止（１１２日
車）

貨物自動車運送事業輸送安
全規則第７条第５項　他１
件

令和７年６月１８日、日本郵便株式会社から不適
切な点呼の実施・記録がなされていたとの報告を
端緒として監査を実施。２件の違反が認められ
た。（１）点呼の実施義務違反（貨物自動車運送
事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第７
条）、（２）点呼記録の不実記載（安全規則第７
条第５項）

－ －

63

【貨物軽自動車運送事
業】日本郵便株式会社
（法人番号１０１００
０１１１２５７７）
代表者小池信也

東京都千代田区大手町２－３－１ 伊達郵便局 北海道伊達市鹿島町２９－３ R7.10.15
輸送施設の使用停止（１１０日
車）

貨物自動車運送事業輸送安
全規則第７条第５項　他１
件

令和７年６月２６日、日本郵便株式会社から不適
切な点呼の実施・記録がなされていたとの報告を
端緒として監査を実施。２件の違反が認められ
た。（１）点呼の実施義務違反（貨物自動車運送
事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第７
条）、（２）点呼記録の不実記載（安全規則第７
条第５項）

－ －

64

【貨物軽自動車運送事
業】日本郵便株式会社
（法人番号１０１００
０１１１２５７７）
代表者小池信也

東京都千代田区大手町２－３－１ 厚賀郵便局 北海道沙流郡日高町字厚賀町１５６－５７ R7.10.15
輸送施設の使用停止（１３４日
車）

貨物自動車運送事業輸送安
全規則第７条第５項　他１
件

令和７年８月１２日、日本郵便株式会社から不適
切な点呼の実施・記録がなされていたとの報告を
端緒として監査を実施。２件の違反が認められ
た。（１）点呼の実施義務違反（貨物自動車運送
事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第７
条）、（２）点呼記録の不実記載（安全規則第７
条第５項）

－ －
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北海道運輸局　自動車運送事業安全監理室

○ 事業用自動車使用停止処分等事業者一覧

65

【貨物軽自動車運送事
業】日本郵便株式会社
（法人番号１０１００
０１１１２５７７）
代表者小池信也

東京都千代田区大手町２－３－１ 様似郵便局 北海道様似郡様似町錦町６－６ R7.10.15 輸送施設の使用停止（８１日車）
貨物自動車運送事業輸送安
全規則第７条第５項　他１
件

令和７年８月１２日、日本郵便株式会社から不適
切な点呼の実施・記録がなされていたとの報告を
端緒として監査を実施。２件の違反が認められ
た。（１）点呼の実施義務違反（貨物自動車運送
事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第７
条）、（２）点呼記録の不実記載（安全規則第７
条第５項）

－ －

66

【貨物軽自動車運送事
業】日本郵便株式会社
（法人番号１０１００
０１１１２５７７）
代表者小池信也

東京都千代田区大手町２－３－１ 浜中郵便局 厚岸郡浜中町浜中桜西５５ R7.10.15
輸送施設の使用停止（１０１日
車）

貨物自動車運送事業輸送安
全規則第７条第５項　他１
件

令和７年７月１日、日本郵便株式会社から不適切
な点呼の実施・記録がなされていたとの報告を端
緒として監査を実施。２件の違反が認められた。
（１）点呼の実施義務違反（貨物自動車運送事業
輸送安全規則（以下「安全規則」）第７条）、
（２）点呼記録の不実記載（安全規則第７条第５
項）

－ －

67

【貨物軽自動車運送事
業】日本郵便株式会社
（法人番号１０１００
０１１１２５７７）
代表者小池信也

東京都千代田区大手町２－３－１ 塘路郵便局 川上郡標茶町塘路原野北７線５１－８７ R7.10.15
輸送施設の使用停止（１１６日
車）

貨物自動車運送事業輸送安
全規則第７条第５項　他１
件

令和７年７月１日、日本郵便株式会社から不適切
な点呼の実施・記録がなされていたとの報告を端
緒として監査を実施。２件の違反が認められた。
（１）点呼の実施義務違反（貨物自動車運送事業
輸送安全規則（以下「安全規則」）第７条）、
（２）点呼記録の不実記載（安全規則第７条第５
項）

－ －

68

【貨物軽自動車運送事
業】日本郵便株式会社
（法人番号１０１００
０１１１２５７７）
代表者小池信也

東京都千代田区大手町２－３－１ 白糠郵便局 白糠郡白糠町西１条南３丁目１－１ R7.10.15
輸送施設の使用停止（１１２日
車）

貨物自動車運送事業輸送安
全規則第７条第５項　他１
件

令和７年８月５日、日本郵便株式会社から不適切
な点呼の実施・記録がなされていたとの報告を端
緒として監査を実施。２件の違反が認められた。
（１）点呼の実施義務違反（貨物自動車運送事業
輸送安全規則（以下「安全規則」）第７条）、
（２）点呼記録の不実記載（安全規則第７条第５
項）

－ －

69

【貨物軽自動車運送事
業】日本郵便株式会社
（法人番号１０１００
０１１１２５７７）
代表者小池信也

東京都千代田区大手町２－３－１ 芽室郵便局 北海道河西郡芽室町本通５丁目１ R7.10.15
輸送施設の使用停止（１１０日
車）

貨物自動車運送事業輸送安
全規則第７条第５項　他１
件

令和７年６月１９日、日本郵便株式会社から不適
切な点呼の実施・記録がなされていたとの報告を
端緒として監査を実施。２件の違反が認められ
た。（１）点呼の実施義務違反（貨物自動車運送
事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第７
条）、（２）点呼記録の不実記載（安全規則第７
条第５項）

－ －

70

【貨物軽自動車運送事
業】日本郵便株式会社
（法人番号１０１００
０１１１２５７７）
代表者小池信也

東京都千代田区大手町２－３－１ 大樹郵便局 北海道広尾郡大樹町東本通１７ R7.10.15
輸送施設の使用停止（１２４日
車）

貨物自動車運送事業輸送安
全規則第７条第５項　他１
件

令和７年６月２５日、日本郵便株式会社から不適
切な点呼の実施・記録がなされていたとの報告を
端緒として監査を実施。２件の違反が認められ
た。（１）点呼の実施義務違反（貨物自動車運送
事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第７
条）、（２）点呼記録の不実記載（安全規則第７
条第５項）

－ －
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71

【貨物軽自動車運送事
業】日本郵便株式会社
（法人番号１０１００
０１１１２５７７）
代表者小池信也

東京都千代田区大手町２－３－１ 本別郵便局 北海道中川郡本別町南２丁目４－２ R7.10.15
輸送施設の使用停止（１６０日
車）

貨物自動車運送事業輸送安
全規則第７条第５項　他１
件

令和７年６月３０日、日本郵便株式会社から不適
切な点呼の実施・記録がなされていたとの報告を
端緒として監査を実施。２件の違反が認められ
た。（１）点呼の実施義務違反（貨物自動車運送
事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第７
条）、（２）点呼記録の不実記載（安全規則第７
条第５項）

－ －

72

【貨物軽自動車運送事
業】日本郵便株式会社
（法人番号１０１００
０１１１２５７７）
代表者小池信也

東京都千代田区大手町２－３－１
十勝池田郵
便局

北海道中川郡池田町大通１丁目７９ R7.10.15
輸送施設の使用停止（１６０日
車）

貨物自動車運送事業輸送安
全規則第７条第５項　他１
件

令和７年７月１７日、日本郵便株式会社から不適
切な点呼の実施・記録がなされていたとの報告を
端緒として監査を実施。２件の違反が認められ
た。（１）点呼の実施義務違反（貨物自動車運送
事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第７
条）、（２）点呼記録の不実記載（安全規則第７
条第５項）

－ －

73

【貨物軽自動車運送事
業】日本郵便株式会社
（法人番号１０１００
０１１１２５７７）
代表者小池信也

東京都千代田区大手町２－３－１ 津別郵便局 北海道網走郡津別町新町１５－４ R7.10.15
輸送施設の使用停止（１２８日
車）

貨物自動車運送事業輸送安
全規則第７条第５項　他１
件

令和７年６月２５日、日本郵便株式会社から不適
切な点呼の実施・記録がなされていたとの報告を
端緒として監査を実施。２件の違反が認められ
た。（１）点呼の実施義務違反（貨物自動車運送
事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第７
条）、（２）点呼記録の不実記載（安全規則第７
条第５項）

－ －

74

【貨物軽自動車運送事
業】日本郵便株式会社
（法人番号１０１００
０１１１２５７７）
代表者小池信也

東京都千代田区大手町２－３－１
浜小清水郵
便局

北海道斜里郡小清水町浜小清水４６－１７ R7.10.15 輸送施設の使用停止（８２日車）
貨物自動車運送事業輸送安
全規則第７条第５項　他１
件

令和７年８月２２日、日本郵便株式会社から不適
切な点呼の実施・記録がなされていたとの報告を
端緒として監査を実施。２件の違反が認められ
た。（１）点呼の実施義務違反（貨物自動車運送
事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第７
条）、（２）点呼記録の不実記載（安全規則第７
条第５項）

－ －

75

【貨物軽自動車運送事
業】日本郵便株式会社
（法人番号１０１００
０１１１２５７７）
代表者小池信也

東京都千代田区大手町２－３－１ 南幌郵便局 北海道空知郡南幌町栄町４丁目１－８ R7.10.22
輸送施設の使用停止（１４３日
車）

貨物自動車運送事業輸送安
全規則第７条第５項　他１
件

令和７年６月１２日、日本郵便株式会社から不適
切な点呼の実施・記録がなされていたとの報告を
端緒として監査を実施。２件の違反が認められ
た。（１）点呼の実施義務違反（貨物自動車運送
事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第７
条）、（２）点呼記録の不実記載（安全規則第７
条第５項）

－ －

76

【貨物軽自動車運送事
業】日本郵便株式会社
（法人番号１０１００
０１１１２５７７）
代表者小池信也

東京都千代田区大手町２－３－１ 芦別郵便局 北海道芦別市北１条東１丁目１０－５ R7.10.22
輸送施設の使用停止（１１０日
車）

貨物自動車運送事業輸送安
全規則第７条第５項　他１
件

令和７年６月１７日、日本郵便株式会社から不適
切な点呼の実施・記録がなされていたとの報告を
端緒として監査を実施。２件の違反が認められ
た。（１）点呼の実施義務違反（貨物自動車運送
事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第７
条）、（２）点呼記録の不実記載（安全規則第７
条第５項）

－ －
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77

【貨物軽自動車運送事
業】日本郵便株式会社
（法人番号１０１００
０１１１２５７７）
代表者小池信也

東京都千代田区大手町２－３－１ 江別郵便局 北海道江別市王子１６－１５ R7.10.22
輸送施設の使用停止（６０日車）
及び文書警告

貨物自動車運送事業輸送安
全規則第７条第５項　他１
件

令和７年７月８日、日本郵便株式会社から不適切
な点呼の実施・記録がなされていたとの報告を端
緒として監査を実施。２件の違反が認められた。
（１）点呼の実施義務違反（貨物自動車運送事業
輸送安全規則（以下「安全規則」）第７条）、
（２）点呼記録の不実記載（安全規則第７条第５
項）

－ －

78

【貨物軽自動車運送事
業】日本郵便株式会社
（法人番号１０１００
０１１１２５７７）
代表者小池信也

東京都千代田区大手町２－３－１ 浦臼郵便局 北海道樺戸郡浦臼町浦臼内１７２－５３ R7.10.22 輸送施設の使用停止（３６日車）
貨物自動車運送事業輸送安
全規則第７条

令和７年７月８日、日本郵便株式会社から不適切
な点呼の実施・記録がなされていたとの報告を端
緒として監査を実施。１件の違反が認められた。
（１）点呼の実施義務違反（貨物自動車運送事業
輸送安全規則第７条）

－ －

79

【貨物軽自動車運送事
業】日本郵便株式会社
（法人番号１０１００
０１１１２５７７）
代表者小池信也

東京都千代田区大手町２－３－１
北斗北郵便
局

北海道北斗市本町２丁目７－１１ R7.10.22
輸送施設の使用停止（１２８日
車）

貨物自動車運送事業輸送安
全規則第７条第５項　他１
件

令和７年７月８日、日本郵便株式会社から不適切
な点呼の実施・記録がなされていたとの報告を端
緒として監査を実施。２件の違反が認められた。
（１）点呼の実施義務違反（貨物自動車運送事業
輸送安全規則（以下「安全規則」）第７条）、
（２）点呼記録の不実記載（安全規則第７条第５
項）

－ －

80

【貨物軽自動車運送事
業】日本郵便株式会社
（法人番号１０１００
０１１１２５７７）
代表者小池信也

東京都千代田区大手町２－３－１ 瀬棚郵便局
北海道久遠郡せたな町瀬棚区本町１８６－
１

R7.10.22
輸送施設の使用停止（１３２日
車）

貨物自動車運送事業輸送安
全規則第７条第５項　他１
件

令和７年７月１１日、日本郵便株式会社から不適
切な点呼の実施・記録がなされていたとの報告を
端緒として監査を実施。２件の違反が認められ
た。（１）点呼の実施義務違反（貨物自動車運送
事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第７
条）、（２）点呼記録の不実記載（安全規則第７
条第５項）

－ －

81

【貨物軽自動車運送事
業】日本郵便株式会社
（法人番号１０１００
０１１１２５７７）
代表者小池信也

東京都千代田区大手町２－３－１ 今金郵便局 北海道瀬棚郡今金町字今金１５３ R7.10.22
輸送施設の使用停止（１２３日
車）

貨物自動車運送事業輸送安
全規則第７条第５項　他１
件

令和７年７月１１日、日本郵便株式会社から不適
切な点呼の実施・記録がなされていたとの報告を
端緒として監査を実施。２件の違反が認められ
た。（１）点呼の実施義務違反（貨物自動車運送
事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第７
条）、（２）点呼記録の不実記載（安全規則第７
条第５項）

－ －

82

【貨物軽自動車運送事
業】日本郵便株式会社
（法人番号１０１００
０１１１２５７７）
代表者小池信也

東京都千代田区大手町２－３－１ 沼田郵便局 北海道雨竜郡沼田町南１条４丁目５－６ R7.10.22 輸送施設の使用停止（９５日車）
貨物自動車運送事業輸送安
全規則第７条第５項　他１
件

令和７年６月２４日、日本郵便株式会社から不適
切な点呼の実施・記録がなされていたとの報告を
端緒として監査を実施。２件の違反が認められ
た。（１）点呼の実施義務違反（貨物自動車運送
事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第７
条）、（２）点呼記録の不実記載（安全規則第７
条第５項）

－ －
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北海道運輸局　自動車運送事業安全監理室

○ 事業用自動車使用停止処分等事業者一覧

83

【貨物軽自動車運送事
業】日本郵便株式会社
（法人番号１０１００
０１１１２５７７）
代表者小池信也

東京都千代田区大手町２－３－１ 天塩郵便局 北海道天塩郡天塩町海岸通５丁目５５－４ R7.10.22
輸送施設の使用停止（１１３日
車）

貨物自動車運送事業輸送安
全規則第７条第５項　他１
件

令和７年７月２２日、日本郵便株式会社から不適
切な点呼の実施・記録がなされていたとの報告を
端緒として監査を実施。２件の違反が認められ
た。（１）点呼の実施義務違反（貨物自動車運送
事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第７
条）、（２）点呼記録の不実記載（安全規則第７
条第５項）

－ －

84

【貨物軽自動車運送事
業】日本郵便株式会社
（法人番号１０１００
０１１１２５７７）
代表者小池信也

東京都千代田区大手町２－３－１
初山別郵便
局

北海道苫前郡初山別村初山別１０６－１ R7.10.22 輸送施設の使用停止（２３日車）
貨物自動車運送事業輸送安
全規則第７条

令和７年７月２５日、日本郵便株式会社から不適
切な点呼の実施・記録がなされていたとの報告を
端緒として監査を実施。１件の違反が認められ
た。（１）点呼の実施義務違反（貨物自動車運送
事業輸送安全規則第７条）

－ －

85

【貨物軽自動車運送事
業】日本郵便株式会社
（法人番号１０１００
０１１１２５７７）
代表者小池信也

東京都千代田区大手町２－３－１ 鬼鹿郵便局 北海道留萌郡小平町鬼鹿港町１９４ R7.10.22 輸送施設の使用停止（９２日車）
貨物自動車運送事業輸送安
全規則第７条第５項　他１
件

令和７年８月４日、日本郵便株式会社から不適切
な点呼の実施・記録がなされていたとの報告を端
緒として監査を実施。２件の違反が認められた。
（１）点呼の実施義務違反（貨物自動車運送事業
輸送安全規則（以下「安全規則」）第７条）、
（２）点呼記録の不実記載（安全規則第７条第５
項）

－ －

86

【貨物軽自動車運送事
業】日本郵便株式会社
（法人番号１０１００
０１１１２５７７）
代表者小池信也

東京都千代田区大手町２－３－１
利尻くつが
た郵便局

北海道利尻郡利尻町沓形本町２９ R7.10.22
輸送施設の使用停止（１１０日
車）

貨物自動車運送事業輸送安
全規則第７条第５項　他１
件

令和７年８月１８日、日本郵便株式会社から不適
切な点呼の実施・記録がなされていたとの報告を
端緒として監査を実施。２件の違反が認められ
た。（１）点呼の実施義務違反（貨物自動車運送
事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第７
条）、（２）点呼記録の不実記載（安全規則第７
条第５項）

－ －

87

【貨物軽自動車運送事
業】日本郵便株式会社
（法人番号１０１００
０１１１２５７７）
代表者小池信也

東京都千代田区大手町２－３－１
浅茅野郵便
局

北海道宗谷郡猿払村浅茅野３３６－３６ R7.10.22 輸送施設の使用停止（８４日車）
貨物自動車運送事業輸送安
全規則第７条第５項　他１
件

令和７年８月２６日、日本郵便株式会社から不適
切な点呼の実施・記録がなされていたとの報告を
端緒として監査を実施。２件の違反が認められ
た。（１）点呼の実施義務違反（貨物自動車運送
事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第７
条）、（２）点呼記録の不実記載（安全規則第７
条第５項）

－ －

88

【貨物軽自動車運送事
業】日本郵便株式会社
（法人番号１０１００
０１１１２５７７）
代表者小池信也

東京都千代田区大手町２－３－１ 大岸郵便局 北海道虻田郡豊浦町大岸１１２－２ R7.10.22
輸送施設の使用停止（１３９日
車）

貨物自動車運送事業輸送安
全規則第７条第５項　他１
件

令和７年７月９日、日本郵便株式会社から不適切
な点呼の実施・記録がなされていたとの報告を端
緒として監査を実施。２件の違反が認められた。
（１）点呼の実施義務違反（貨物自動車運送事業
輸送安全規則（以下「安全規則」）第７条）、
（２）点呼記録の不実記載（安全規則第７条第５
項）

－ －
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北海道運輸局　自動車運送事業安全監理室

○ 事業用自動車使用停止処分等事業者一覧

89

【貨物軽自動車運送事
業】日本郵便株式会社
（法人番号１０１００
０１１１２５７７）
代表者小池信也

東京都千代田区大手町２－３－１ 穂別郵便局 北海道勇払郡むかわ町穂別６５ R7.10.22
輸送施設の使用停止（１０６日
車）

貨物自動車運送事業輸送安
全規則第７条第５項　他１
件

令和７年８月１日、日本郵便株式会社から不適切
な点呼の実施・記録がなされていたとの報告を端
緒として監査を実施。２件の違反が認められた。
（１）点呼の実施義務違反（貨物自動車運送事業
輸送安全規則（以下「安全規則」）第７条）、
（２）点呼記録の不実記載（安全規則第７条第５
項）

－ －

90

【貨物軽自動車運送事
業】日本郵便株式会社
（法人番号１０１００
０１１１２５７７）
代表者小池信也

東京都千代田区大手町２－３－１ 鶴居郵便局 北海道阿寒郡鶴居村鶴居西３丁目２９ R7.10.22
輸送施設の使用停止（１２７日
車）

貨物自動車運送事業輸送安
全規則第７条第５項　他１
件

令和７年７月９日、日本郵便株式会社から不適切
な点呼の実施・記録がなされていたとの報告を端
緒として監査を実施。２件の違反が認められた。
（１）点呼の実施義務違反（貨物自動車運送事業
輸送安全規則（以下「安全規則」）第７条）、
（２）点呼記録の不実記載（安全規則第７条第５
項）

－ －

91

【貨物軽自動車運送事
業】日本郵便株式会社
（法人番号１０１００
０１１１２５７７）
代表者小池信也

東京都千代田区大手町２－３－１ 虹別郵便局
北海道川上郡標茶町虹別原野６７線１０５
－２７

R7.10.22 輸送施設の使用停止（８４日車）
貨物自動車運送事業輸送安
全規則第７条第５項　他１
件

令和７年７月２４日、日本郵便株式会社から不適
切な点呼の実施・記録がなされていたとの報告を
端緒として監査を実施。２件の違反が認められ
た。（１）点呼の実施義務違反（貨物自動車運送
事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第７
条）、（２）点呼記録の不実記載（安全規則第７
条第５項）

－ －

92

【貨物軽自動車運送事
業】日本郵便株式会社
（法人番号１０１００
０１１１２５７７）
代表者小池信也

東京都千代田区大手町２－３－１
中標津郵便
局

北海道標津郡中標津町西５条南１丁目１－
６

R7.10.22
輸送施設の使用停止（６０日車）
及び文書警告

貨物自動車運送事業輸送安
全規則第７条第５項　他１
件

令和７年７月２９日、日本郵便株式会社から不適
切な点呼の実施・記録がなされていたとの報告を
端緒として監査を実施。２件の違反が認められ
た。（１）点呼の実施義務違反（貨物自動車運送
事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第７
条）、（２）点呼記録の不実記載（安全規則第７
条第５項）

－ －

93

【貨物軽自動車運送事
業】日本郵便株式会社
（法人番号１０１００
０１１１２５７７）
代表者小池信也

東京都千代田区大手町２－３－１ 足寄郵便局 北海道足寄郡足寄町北１条４丁目４３－２ R7.10.22
輸送施設の使用停止（１５９日
車）

貨物自動車運送事業輸送安
全規則第７条第５項　他１
件

令和７年６月２５日、日本郵便株式会社から不適
切な点呼の実施・記録がなされていたとの報告を
端緒として監査を実施。２件の違反が認められ
た。（１）点呼の実施義務違反（貨物自動車運送
事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第７
条）、（２）点呼記録の不実記載（安全規則第７
条第５項）

－ －

94

【貨物軽自動車運送事
業】日本郵便株式会社
（法人番号１０１００
０１１１２５７７）
代表者小池信也

東京都千代田区大手町２－３－１ 忠類郵便局 北海道中川郡幕別町忠類幸町１－１ R7.10.22
輸送施設の使用停止（１４７日
車）

貨物自動車運送事業輸送安
全規則第７条第５項　他１
件

令和７年８月２１日、日本郵便株式会社から不適
切な点呼の実施・記録がなされていたとの報告を
端緒として監査を実施。２件の違反が認められ
た。（１）点呼の実施義務違反（貨物自動車運送
事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第７
条）、（２）点呼記録の不実記載（安全規則第７
条第５項）

－ －
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95

【貨物軽自動車運送事
業】日本郵便株式会社
（法人番号１０１００
０１１１２５７７）
代表者小池信也

東京都千代田区大手町２－３－１ 網走郵便局 北海道網走市南４条東３丁目８ R7.10.22
輸送施設の使用停止（６０日車）
及び文書警告

貨物自動車運送事業輸送安
全規則第７条第５項　他１
件

令和７年７月２５日、日本郵便株式会社から不適
切な点呼の実施・記録がなされていたとの報告を
端緒として監査を実施。２件の違反が認められ
た。（１）点呼の実施義務違反（貨物自動車運送
事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第７
条）、（２）点呼記録の不実記載（安全規則第７
条第５項）

－ －

96

【貨物軽自動車運送事
業】日本郵便株式会社
（法人番号１０１００
０１１１２５７７）
代表者小池信也

東京都千代田区大手町２－３－１
上渚滑郵便
局

北海道紋別市上渚滑町３丁目９ R7.10.22 輸送施設の使用停止（８７日車）
貨物自動車運送事業輸送安
全規則第７条第５項　他１
件

令和７年７月２９日、日本郵便株式会社から不適
切な点呼の実施・記録がなされていたとの報告を
端緒として監査を実施。２件の違反が認められ
た。（１）点呼の実施義務違反（貨物自動車運送
事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第７
条）、（２）点呼記録の不実記載（安全規則第７
条第５項）

－ －

97

【貨物軽自動車運送事
業】日本郵便株式会社
（法人番号１０１００
０１１１２５７７）
代表者小池信也

東京都千代田区大手町２－３－１ 白滝郵便局 北海道紋別郡遠軽町白滝８１８ R7.10.22
輸送施設の使用停止（６０日車）
及び文書警告

貨物自動車運送事業輸送安
全規則第７条第５項　他１
件

令和７年８月７日、日本郵便株式会社から不適切
な点呼の実施・記録がなされていたとの報告を端
緒として監査を実施。２件の違反が認められた。
（１）点呼の実施義務違反（貨物自動車運送事業
輸送安全規則（以下「安全規則」）第７条）、
（２）点呼記録の不実記載（安全規則第７条第５
項）

－ －

98

【貨物軽自動車運送事
業】日本郵便株式会社
（法人番号１０１００
０１１１２５７７）
代表者小池信也

東京都千代田区大手町２－３－１ 栗山郵便局 北海道夕張郡栗山町中央３丁目２３８ R7.10.29
輸送施設の使用停止（１２２日
車）

貨物自動車運送事業輸送安
全規則第７条第５項　他１
件

令和７年６月３日、日本郵便株式会社から不適切
な点呼の実施・記録がなされていたとの報告を端
緒として監査を実施。２件の違反が認められた。
（１）点呼の実施義務違反（貨物自動車運送事業
輸送安全規則（以下「安全規則」）第７条）、
（２）点呼記録の不実記載（安全規則第７条第５
項）

－ －

99

【貨物軽自動車運送事
業】日本郵便株式会社
（法人番号１０１００
０１１１２５７７）
代表者小池信也

東京都千代田区大手町２－３－１
後志泊郵便
局

北海道古宇郡泊村泊村３５－１３ R7.10.29
輸送施設の使用停止（１２１日
車）

貨物自動車運送事業輸送安
全規則第７条第５項　他１
件

令和７年８月５日、日本郵便株式会社から不適切
な点呼の実施・記録がなされていたとの報告を端
緒として監査を実施。２件の違反が認められた。
（１）点呼の実施義務違反（貨物自動車運送事業
輸送安全規則（以下「安全規則」）第７条）、
（２）点呼記録の不実記載（安全規則第７条第５
項）

－ －

100

【貨物軽自動車運送事
業】日本郵便株式会社
（法人番号１０１００
０１１１２５７７）
代表者小池信也

東京都千代田区大手町２－３－１ 館平郵便局 北海道二海郡八雲町熊石相沼町６６－２ R7.10.29
輸送施設の使用停止（１１５日
車）

貨物自動車運送事業輸送安
全規則第７条第５項　他１
件

令和７年８月２２日、日本郵便株式会社から不適
切な点呼の実施・記録がなされていたとの報告を
端緒として監査を実施。２件の違反が認められ
た。（１）点呼の実施義務違反（貨物自動車運送
事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第７
条）、（２）点呼記録の不実記載（安全規則第７
条第５項）

－ －
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101

【貨物軽自動車運送事
業】日本郵便株式会社
（法人番号１０１００
０１１１２５７７）
代表者小池信也

東京都千代田区大手町２－３－１ 愛別郵便局 北海道上川郡愛別町本町１１６ R7.10.29 輸送施設の使用停止（８７日車）
貨物自動車運送事業輸送安
全規則第７条第５項　他１
件

令和７年６月１１日、日本郵便株式会社から不適
切な点呼の実施・記録がなされていたとの報告を
端緒として監査を実施。２件の違反が認められ
た。（１）点呼の実施義務違反（貨物自動車運送
事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第７
条）、（２）点呼記録の不実記載（安全規則第７
条第５項）

－ －

102

【貨物軽自動車運送事
業】日本郵便株式会社
（法人番号１０１００
０１１１２５７７）
代表者小池信也

東京都千代田区大手町２－３－１ 士別郵便局 北海道士別市大通東９丁目２３２３ R7.10.29 輸送施設の使用停止（９８日車）
貨物自動車運送事業輸送安
全規則第７条第５項　他１
件

令和７年７月１５日、日本郵便株式会社から不適
切な点呼の実施・記録がなされていたとの報告を
端緒として監査を実施。２件の違反が認められ
た。（１）点呼の実施義務違反（貨物自動車運送
事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第７
条）、（２）点呼記録の不実記載（安全規則第７
条第５項）

－ －

103

【貨物軽自動車運送事
業】日本郵便株式会社
（法人番号１０１００
０１１１２５７７）
代表者小池信也

東京都千代田区大手町２－３－１ 追分郵便局 北海道勇払郡安平町追分本町４丁目３６ R7.10.29
輸送施設の使用停止（１２７日
車）

貨物自動車運送事業輸送安
全規則第７条第５項　他１
件

令和７年７月４日、日本郵便株式会社から不適切
な点呼の実施・記録がなされていたとの報告を端
緒として監査を実施。２件の違反が認められた。
（１）点呼の実施義務違反（貨物自動車運送事業
輸送安全規則（以下「安全規則」）第７条）、
（２）点呼記録の不実記載（安全規則第７条第５
項）

－ －

104

【貨物軽自動車運送事
業】日本郵便株式会社
（法人番号１０１００
０１１１２５７７）
代表者小池信也

東京都千代田区大手町２－３－１ 尾幌郵便局 北海道厚岸郡厚岸町尾幌２５３ R7.10.29 輸送施設の使用停止（８２日車）
貨物自動車運送事業輸送安
全規則第７条第５項　他１
件

令和７年６月２６日、日本郵便株式会社から不適
切な点呼の実施・記録がなされていたとの報告を
端緒として監査を実施。２件の違反が認められ
た。（１）点呼の実施義務違反（貨物自動車運送
事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第７
条）、（２）点呼記録の不実記載（安全規則第７
条第５項）

－ －
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【貨物軽自動車運送事
業】日本郵便株式会社
（法人番号１０１００
０１１１２５７７）
代表者小池信也

東京都千代田区大手町２－３－１ 屈足郵便局
北海道上川郡新得町屈足柏町１丁目１３－
１

R7.10.29
輸送施設の使用停止（１２８日
車）

貨物自動車運送事業輸送安
全規則第７条第５項　他１
件

令和７年８月２１日、日本郵便株式会社から不適
切な点呼の実施・記録がなされていたとの報告を
端緒として監査を実施。２件の違反が認められ
た。（１）点呼の実施義務違反（貨物自動車運送
事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第７
条）、（２）点呼記録の不実記載（安全規則第７
条第５項）

－ －
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【貨物軽自動車運送事
業】日本郵便株式会社
（法人番号１０１００
０１１１２５７７）
代表者小池信也

東京都千代田区大手町２－３－１
宇登呂郵便
局

北海道斜里郡斜里町ウトロ東１５８ R7.10.29
輸送施設の使用停止（１５９日
車）

貨物自動車運送事業輸送安
全規則第７条第５項　他１
件

令和７年８月２２日、日本郵便株式会社から不適
切な点呼の実施・記録がなされていたとの報告を
端緒として監査を実施。２件の違反が認められ
た。（１）点呼の実施義務違反（貨物自動車運送
事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第７
条）、（２）点呼記録の不実記載（安全規則第７
条第５項）

－ －
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